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●日時  

令和 ６年 ２月２８日（水） １５時３１分～１６時２６分 

 

●場所 

 芽室町役場 ２階 会議室７・８ 

 

●議事日程  

日程第１         議事録署名委員の指名 

日程第２   報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出報告の件 

日程第３   報告第２号 農地移動適正化あっせん事業に係るあっせん委員会省略の件 

日程第４   議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の審査の件 

日程第５   議案第２号 農地法第３条の規定による許可の件 

日程第６   議案第３号 農地法第５条の規定による意見聴取の件 

日程第７   議案第４号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書提出の件 

日程第８   議案第５号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律 

第５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積計画決定の件 

 

                                           

●出席委員 

  １番 島部  亨  ２番 平林 浩哉  ３番 中捨 雅裕  ４番 嶋﨑 敏文 

５番 野澤 修治  ６番 盛田 義政  ７番 山川 直孝  ８番 小林 幸雄 

９番 土屋 克彦 １０番 松久 和明 １１番 珠玖 春美 １２番 鳥本 和則 

１３番 髙橋  仁 １４番 粟野 秀明 １５番 廣江 英幸 １６番 道下 勇治 

１７番 横溝  勲 

                                           

●欠席委員 

  

                                           

●委員会に参与した者 

 事務局長 藤野 元成      事務局次長(兼)農地振興係長 土田 雅敏 

農地振興係主事 佐伯  雛  

                                           

●議事録署名委員 

 ２番 平林 浩哉  ３番 中捨 雅裕 

 

 

 

 



（１３時０４分 開会） 

 

●日程第１ 議事録署名委員の指名 

○議長（島部会長） 日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。それでは、芽室町農業委員

会会議規則第１３条第２項に規定する議事録署名委員に、２番 平林委員、３番 中捨委員を指

名します。以上で日程第１を終わります。 

 

 

●日程第２ 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出報告の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第２ 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出

報告の件を議題といたします。それでは番号１番について、事務局より議案の説明をお願いしま

す。 

○事務局(土田) 報告第１号 農地法第３条の３第１項の規定による届出報告の件。次の者か

ら農地法第３条の３第１項の規定による届出を受理したので報告する。 

【番号１番】土地の所在は、芽室町栄４線、公簿・現況地目とも畑、面積３５,５７１㎡です。

本申請は、相続による所有権移転のため、届出されたものです。 

○議長（島部会長） ただ今の報告第１号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 特に発言がないようですので、以上で報告第１号を終わります。 

 

 

●日程第３ 報告第２号 農地移動適正化あっせん事業に係るあっせん委員会省略の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第３ 報告第２号 農地移動適正化あっせん事業に係るあっせ

ん委員会省略の件を議題とします。それでは、番号１番から番号５番について事務局より、議案

の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 報告第２号 農地移動適正化あっせん事業に係るあっせん委員会省略の件。

農業委員会等に関する法律第６条第２項の規定に基づく農地等移動適正化あっせんについて、

芽室町農地移動適正化あっせん事業実施規程第７条第１項の規定により、あっせん委員会の開

催を省略したので、同項の規定により報告する。 

【番号１番】土地の所在は、芽室町北芽室北７線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

２０,５４３㎡です。本申請は、賃貸借の申請です。 

【番号２番】土地の所在は、芽室町西士狩北４線外合計１０筆、公募・現況地目とも畑、合計面

積１１,７４４㎡です。本申請は、賃貸借の申請です。 

【番号３番】土地の所在は、芽室町北芽室北７線外合計４筆、公募・現況地目とも畑、合計面積

２９,１３６㎡です。本申請は、賃貸借の申請です。 

【番号４番】土地の所在は、芽室町西士狩北７線外合計６筆、公募・現況地目とも畑、合計面積

４０,５２３㎡です。本申請は、賃貸借の申請です。 

【番号５番】土地の所在は、芽室町西士狩北７線外合計５筆、公募・現況地目とも畑、合計面積

３０,０００㎡です。本申請は、賃貸借の申請です。 



○議長（島部会長） ただ今の報告第２号について、発言のある方は挙手をお願いします。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） よろしいですか。特に発言がないようですので、以上で報告第２号を終わ

ります。 

 

 

●日程第４ 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の審査の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第４ 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書

の審査の件を議題といたします。 

○議長（島部会長） それでは、番号１番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局(土田) 議案第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知書の審査の件。次の者

から農地法第１８条第６項の規定による通知書の提出があったので審議を求める。 

【番号1番】土地の所在は、芽室町新朝日２線外合計１２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

２６４,０９６㎡です。賃貸借の合意解約があり、農地法第１８条第６項の規定により通知され

たもので、合意解約の成立日、土地の引渡しの時期は令和６年１月３１日となっております。詳

細については、議案書をご覧ください。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号１番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて採決を行います。番号１番について通知

書のとおり承認することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものとの認め、番号１番につきましては、原案のとおり決定します。 

○議長（島部会長） 次に番号２番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 

【番号２番】土地の所在は、芽室町新朝日外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積７１,

２０８㎡です。賃貸借の合意解約があり、農地法第１８条第６項の規定により通知されたもので、

合意解約の成立日、土地の引渡しの時期は令和６年１月３１日となっております。詳細について

は、議案書をご覧ください。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号２番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて採決を行います。番号２番について通知

書のとおり承認することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものとの認め、番号２番につきましては、原案のとおり決定します。 

○議長（島部会長） 以上で、議案第１号を終わります。 

 



 

●日程第５ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第５ 議案第２号 農地法第３条の規定による許可の件を議題

とします。それでは番号１番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 議案第２号 農地法第３条の規定による許可の件。次の者から農地法第３条

の規定による許可申請があったので審議を求める。 

【番号１番】土地の所在は、芽室町芽室南６線、公簿・現況地目とも畑、面積２５４㎡です。本

申請は、売買となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号について、許可相当と判断さ

れたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 小林委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○８番（小林委員） ８番小林です。申請地は、市街地から約４kmの東高岩地区で、国有地払い

下げの農地です。また、申請地は、譲受人の所有農地に隣接している通路であるため、問題のな

い案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号１番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて採決を行います。番号１番について、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号１番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号２番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 

【番号２番】土地の所在は、芽室町渋山８線、公簿・現況地目とも畑、面積は４,１５９㎡です。

本申請は、売買となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号について、許可相当と判断

されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 平林委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○２番（平林委員） ２番平林です。申請地は、道道５５号線渋山交差点より南西方向へ向かっ

た先に位置している国有地払い下げの農地です。また、申請地は譲受人の所有農地に隣接してい

るため、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号２番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて採決を行います。番号２番について、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号２番について、原案のとおり決定いたします。 



○議長（島部会長） 次に、番号３番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 

【番号３番】土地の所在は、芽室町渋山８線外合計５筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積は５

０,７１８㎡です。本申請は、売買となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号につい

て、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 平林委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○２番（平林委員） ２番平林です。申請地は、昨年、譲渡人が購入した農地であり、譲受人が

圃場の管理・耕作しておりました。譲受人は、草取り等の管理や地域の農事組合等にも積極的に

参加されており、地区の方ともコミュニケーションをとっています。また、近隣への影響もない

ことから、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号３番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて採決を行います。番号３番について、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号３番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号４番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 

【番号４番】土地の所在は、芽室町新生南１２線外合計５筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

は７４,１０３㎡です。本申請は、売買となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号に

ついて、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 嶋﨑委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○４番（嶋﨑委員） ４番嶋﨑です。先日、現地調査を行いました。申請地は、芽室南小学校か

ら上伏古坂の上方面へ１.５ｋｍ程に位置しています。譲受人は長年にわたって、肉牛農家を経

営しており、飼料作物の自家消費及び販売を行っています。１０年間の賃貸のちの売買となって

おり、周辺地域の理解も得ているため、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号４番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて採決を行います。番号４番について、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号４番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、関連がありますので、番号５番 番号６番について、事務局より議

案の説明をお願いします。 



○事務局（土田） 

【番号５番】土地の所在は、芽室町新生南１３線、公簿・現況地目とも畑、面積は２１,３２９

㎡です。本申請は、売買となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号について、許可相

当と判断されたため、許可を求めるものです。 

【番号６番】土地の所在は、芽室町新生南１３線外合計２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

は５２,７７５㎡です。本申請は、売買となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号に

ついて、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 嶋﨑委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○４番（嶋﨑委員） ４番嶋﨑です。先日、現地調査を行いました。申請地は、芽室南小学校か

ら上伏古坂の上方面へ１.５ｋｍ程に位置しており、譲受人の隣接農地です。番号５番の譲受人

は経営者、番号６番はその子となっています。譲受人は２０年以上農業に従事し、子も６年程前

より営農に加わっています。１０年間の賃貸のちの売買となっており、周辺地域の理解も得てい

るため、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号５番 番号６番について、ご意見・ご質問

はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて番号順に採決を行います。はじめに、番

号５番について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号５番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に番号６番について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号６番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号７番についてですが、髙橋委員本人に関する案件でございます。

農業委員会に関する法律第３１条の規定により、髙橋委員は、議事参与が制限されることとなり

ます。髙橋委員には、議事終了まで退出をお願いします。 

○議長（島部会長） ここで暫時休憩といたします。 

 

 

１５時５９分 休憩 

【髙橋委員退室】 

１５時５９分 再開 

 

 

○議長(島部会長) 休憩をとき、会議を再開します。 

○議長（島部会長） それでは、番号７番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 



【番号７番】土地の所在は、芽室町西士狩北５線外合計１４筆、公簿・現況地目とも畑、合計面

積は６７,９０７㎡です。本申請は、売買となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号

について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 道下委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○１６番（道下委員） １６番道下です。申請地は、市街地から北東へ約８ｋｍに位置していま

す。譲受人の隣接農地であるため、売買となったものです。譲受人は、周辺地域にも説明を行っ

ているため、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号７番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて採決を行います。番号７番について、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号７番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） ここで暫時休憩といたします。 

 

 

１６時０２分 休憩 

【髙橋委員入室】 

１６時０２分 再開 

 

 

○議長(島部会長) 休憩をとき、会議を再開します。 

○議長（島部会長） 次に、番号８番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 

【番号８番】土地の所在は、芽室町栄４線、公簿・現況地目とも畑、面積は３５,５７１㎡です。

本申請は、売買となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号について、許可相当と判断

されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 松久委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○１０番（松久委員） １０番松久です。先日、現地調査を行いました。申請地は、栄コミュニ

ティセンターから南西に位置しています。譲受人の家庭は、経営主、父、経営主の子の婿で営農

しているため経営は安定しており、畑も大切に使っていただけると思うため、問題のない案件と

思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号８番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 



○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて採決を行います。番号８番について、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号８番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号９番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 

【番号９番】土地の所在は、芽室町中美生１線外合計３２筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積

は２４７,７５１㎡です。本申請は、売買となります。また、調査票の農地法第３条第２項各号

について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 盛田委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○６番（盛田委員） ６番盛田です。申請地は、嵐山より手前１km の美生１１号を東方面に入

ったところに位置しています。譲渡人は営農終了のため、譲受人は農業経営拡大のための売買で

す。譲受人は、２２年農業に従事しており、周辺地域からの理解もあるため、問題のない案件と

思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号９番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて採決を行います。番号９番について、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号９番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 次に、番号１０番についてですが、松久委員本人に関する案件でございま

す。農業委員会に関する法律第３１条の規定により、松久委員は、議事参与が制限されることと

なります。松久委員には、議事終了まで退出をお願いします。 

○議長（島部会長） ここで暫時休憩といたします。 

 

 

１６時０９分 休憩 

【松久委員退室】 

１６時０９分 再開 

 

 

○議長(島部会長) 休憩をとき、会議を再開します。 

○議長（島部会長） それでは、番号１０番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

○事務局（土田） 

【番号１０番】土地の所在は、芽室町栄４線外合計１９筆、公簿・現況地目とも畑、合計面積は

４０２,４５０.３４㎡です。本申請は、賃貸借となります。また、調査票の農地法第３条第２項



各号について、許可相当と判断されたため、許可を求めるものです。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 山川委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○７番（山川委員） ７番山川です。申請地は、旧ＪＡ常盤店より西へ１km 程に位置していま

す。この度、借人となる法人の代表者は、経営の効率化を目的とし、法人経営へ移行することと

なり、賃貸借を申請したものです。また、借人となる法人の代表者は、３６年農業に従事し、７

年前には後継者も就農しておられ、現在地域の中でも中心的な役割を担っています。周辺地域か

らの理解もあるため、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号１０番について、ご意見・ご質問はありま

せんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて採決を行います。番号１０番について、

原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号１０番について、原案のとおり決定いたします。 

○議長（島部会長） 以上で、議案第２号を終わります。 

○議長（島部会長） ここで暫時休憩といたします。 

 

 

１６時１２分 休憩 

【松久委員入室】 

１６時１３分 再開 

 

 

○議長(島部会長) 休憩をとき、会議を再開します。 

 

 

●日程第６ 議案第３号 農地法第５条の規定による意見聴取の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第６ 議案第３号 農地法第５条の規定による意見聴取の件を

議題といたします。それでは、番号１番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

〇事務局（土田） 議案第３号 農地法第５条の規定による意見聴取の件。次の者から農地法第

５条の規定による許可申請があったので審議を求める。 

【番号１番】土地の所在は、芽室町中美生４線外合計２筆、公募・現況地目とも畑、合計面積１

５,９６５㎡です。本申請は、砂利採取及び基盤整備のための一時転用です。 

○議長（島部会長） ただいまの事務局の説明に関連して、担当委員であります 盛田委員より

現地調査の結果及び補足説明をお願いします。 

○６番（盛田委員） ６番盛田です。申請地は、嵐山より手前１km の美生１１号を西方面に入

ったところに位置しています。申請地について、作物の生産性が低く、砂利層があるため、耕作



に支障があり、今回、砂利採取を行い基盤整備するものです。また、土砂の流出や崩壊等災害発

生のおそれがないことから、問題のない案件と思われます。 

○議長（島部会長） これより質疑に入ります。番号１番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて採決を行います。番号１番について、原

案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、番号１番について、原案のとおり決定いたします。なお、

番号１番につきましては、北海道農業会議に意見聴取し、北海道農業会議から「許可相当」の回

答があり、準備が整いしだい、芽室町農業委員会会長専決規程第２条第４号の規定により許可書

を交付することとします。 

○議長（島部会長） 以上で、議案第３号を終わります。 

 

 

●日程第７ 議案第４号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書提出の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第７ 議案第４号 農業振興地域整備計画の変更に係る意見書

提出の件を議題とします。それでは、番号１番について、事務局より議案の説明をお願いします。 

〇事務局（土田） 議案第４号農業振興地域整備計画の変更に係る意見書提出の件。農業振興地

域の整備に関する法律施行規則第３条の２第１項の規定により、芽室町より意見を求められた

次の農業振興地域整備計画の変更について、審議を求める。 

【番号１番】土地の所在は、芽室町北伏古東９線、公募・現況地目とも畑、面積５７５.９９㎡

です。農業用格納庫の新築及び作業場の設置をするための転用であり、それに伴い、農地から農

業用施設用地へ変更するものです。 

○議長（島部会長） ただいま、事務局より説明した案件について、担当委員であります 野澤

委員より現地調査の結果及び補足説明をお願いします 

○５番（野澤委員） ５番野澤です。先日、現地確認を行いました。申請地は、申出者の住宅東

側に位置しています。現在、小麦の収穫・乾燥を委託している状況ですが、将来的に自己収穫・

乾燥・作業受託を検討しており、宅地に隣接している申請地に農業用格納庫の新設、作業場の設

置をされるため、申出されました。また、近隣への影響もないことから問題のない案件と思われ

ます。 

○議長（島部会長） これより質疑を行います。番号１番について、ご意見・ご質問はありませ

んか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて採決を行います。番号１番について、申

出のとおり承認することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） 異議なしと認め、番号１番について、異議のない旨決定いたします。 



○議長（島部会長） 以上で、議案第４号を終わります。 

 

 

●日程第８ 議案第５号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法律第

５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積計画決定の件 

○議長（島部会長） 次に、日程第８ 議案第５号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正す

る法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積計画決定の件を議題と

します。それでは、整理番号１３６番から整理番号１４０番について、事務局より議案の説明を

お願いします。 

〇事務局（土田） 議案第５号 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律（令和４年法

律第５６号）附則第５条の規定による農用地利用集積計画決定の件。農業経営基盤強化促進法等

の一部を改正する法律（令和４年法律第５６号）附則第５条の規定により、芽室町より決定を求

められた次の農用地利用集積計画について、議決を求める。 

【整理番号１３６番】土地の所在は、芽室町北芽室北７線外合計３筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積２０,５４３㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１３７番】土地の所在は、芽室町西士狩北４線外合計１０筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積１１,７４４㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１３８番】土地の所在は、芽室町北芽室北７線外合計４筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積２９,１３６㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１３９番】土地の所在は、芽室町西士狩北７線外合計６筆、公簿・現況地目とも畑、

合計面積４０,５２３㎡を賃貸借するものです。 

【整理番号１４０番】土地の所在は、芽室町西士狩北７線外合計５筆、公簿・現況地目とも畑、

面積３０,０００㎡を賃貸借するものです。 

〇議長（島部会長） これより、質疑を行います。整理番号１３６番から整理番号１４０番につ

いて、ご意見・ご質問はありませんか。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） 以上で質疑を終わります。続いて、番号順に採決を行います。それでは、

最初に整理番号１３６番について、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号１３６番については原案のとおり決定します。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号１３７番について、原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号１３７番について、原案のとおり決定いたしま

す。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号１３８番について、原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

【異議なし・・との声】 



○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号１３８番について、原案のとおり決定いたしま

す。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号１３９番について、原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号１３９番について、原案のとおり決定いたしま

す。 

○議長（島部会長） 次に、整理番号１４０番について、原案のとおり決定することにご異議あ

りませんか。 

【異議なし・・との声】 

○議長（島部会長） ないものと認め、整理番号１４０番について、原案のとおり決定いたしま

す。 

○議長（島部会長） 以上で議案第５号を終わります。 

 

 

○議長（島部会長） 以上をもちまして、本日の議案の審議はすべて終了いたしました。この際、

その他の件について、委員からご発言があれば挙手をお願いいたします。 

【なし・・との声】 

○議長（島部会長） よろしいでしょうか。それでは以上をもちまして、第８回芽室町農業委員

会総会を閉会いたします。 

 

 

（１６時２６分 閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 以上、農業委員会会議規則第13条第２項の規定により、ここに署名する。 
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